
 既存住宅流通促進に向けた 
          東京都の取組について 
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都内の空き家数 
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◆空き家数は増加、そのうち売却用も一定数あり 
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 空き家対策として既存住宅の流通促進が必要 

出典：平成30年度（2018年度）東京都予算案の概要 

空き家の発生抑制のため、既存住宅（中古住宅）の流通促進が必要 

80 



既存住宅流通の状況（東京都）  現状 

（資料）（公財）東日本不動産流通機構「首都圏不動産流通市場の動向」 
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◆成約件数、成約価格ともマンションは上昇傾向にあるが、 
 戸建住宅は概ね横ばい 
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◆「建物構造、設備の隠れた不具合、欠陥」や「物件価格が妥当か 
 どうか」について不安を感じる人が多い 

 現状 既存住宅流通上の不安点（東京都調査） 
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 既存住宅の流通促進に向けたポイント 

・品質が確保された既存住宅が取引される 
  →安心Ｒ住宅を取り扱える宅建業者 
 
・安心してリフォームできる 
  →住宅リフォーム事業者団体に所属している建設業者 
 
・既存住宅の品質を的確に把握できる（建物状況調査） 
  →既存住宅状況調査技術者である建築士 
 
・安心して融資が受けられる 
  →都の指定金融機関等 
 
・万が一、購入後に不具合が見つかっても安心 
  →住宅瑕疵担保責任保険法人 
 



 都の新たな取組： 
 既存住宅流通促進事業者グループ登録制度（平成30年6月7日開始） 
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 ③ 売買相談 
   普及活動 

（④ 補 助） 

事業者間連携 

事業者グループ 

瑕疵保険法人 
（瑕疵保険の付保） 

建築士事務所 
（建物状況調査等） 

建設業者 
（リフォーム工事等） 

金融機関 
（融資） 

宅建業者 
（売買の仲介等） 

事業者種別 主な要件 

ア 宅地建物取引業者 安心Ｒ住宅マーク使用の許諾を受けた業者等 

イ 建設業者 国の登録を受けた住宅リフォーム事業者団体の業者等 

ウ 建築士事務所 既存住宅状況調査技術者である建築士が在籍 等 

エ 金融機関 東京都の指定金融機関、収納代理金融機関 等 

オ 住宅瑕疵担保責任保険法人 ― 

◆登録要件の概要  
 （上記② ）  
 
ア～オのうち、複数の事業者で
構成されるグループ （ア、イ、ウ
の事業者は必須とする） 

※ 戸建て住宅が対象 

既存住宅を安心して購入できるよう関係事業者がグループを作り、
消費者へワンストップ対応 

 ○ 既存住宅＊の売買に係るワンストップ窓口の設置 
 ○ 消費者の既存住宅に対するイメージ向上のための普及活動 
 

  ＊取り扱う既存住宅は一定の品質を確保した住宅（安心Ｒ住宅等）とすること 
   （建物状況調査の実施、リフォーム提案書の作成等） 

◆グループの取組概要  
 （上記③ ） 



 都の新たな取組： 
 既存住宅流通促進事業者グループ登録制度（平成30年6月7日開始） 
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① 

グループ名 ワンストップ窓口 登録年月日 

 岡庭いえまち不動産ネットワーク 西東京 9月14日 ① 



空き家対策にも取組む事業者が 
今後も登録予定 

 
→各自治体の皆様とも連携を 

本件についての問い合わせは 

 
東京都 都市整備局 住宅政策推進部 

   民間住宅課 市場環境整備担当 

        TEL 03-5320-5006 
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 （参考）国の取組：住宅リフォーム事業者団体登録制度 

【団体の登録状況（平成３０年１０月２２日現在）】 
１３団体 
 ・一般社団法人マンション計画修繕施工協会 
 ・一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会 
 ・日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 
 ・一般社団法人リノベーション住宅推進協議会 
 ・一般社団法人ベターライフリフォーム協会 
 ・一般社団法人日本塗装工業会 
 ・一般社団法人リフォームパートナー協議会 
 ・一般社団法人 全建総連リフォーム協会 
 ・一般社団法人 住生活リフォーム推進協会 
 ・一般社団法人JBN・全国工務店協会 
 ・一般社団法人住宅リフォーム推進サポート協議会 
 ・一般社団法人住活協リフォーム 
 ・一般社団法人全国古民家再生協会 

◆消費者が安心して住宅リフォーム事業者の選び、リフォームを行うこ
とができる市場環境の整備を図るため、国が創設した制度 

・構成員が概ね100社以上 
・人材育成の実施や相談窓口を設けて消費者への対応を実施 
・一定額以上の工事では、かし保険に加入         など 

・このマークは、この制度で登録さ
れた優良な団体とその団体に所属す
るリフォーム事業者だけが使用でき
るマークです。 



出典：国土交通省ホームページより 
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 （参考）国の取組：建物状況調査（インスペクション） 

 宅建業法改正（平成30年４月施行）で建物状況調査の説明が義務付け 



 （参考）国の取組：安心Ｒ住宅制度（平成30年4月から） 
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出典：国土交通省HP 


